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番号 概    要 キーワード 

判 決 要 約     No.294 
１ 事件番号(裁判所)    ４ 被告(被控訴人) 

２ 判決言渡日(判決)    ５ 出願番号等 

３ 原告(控訴人)      ６ 要約 
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本件特許権「モルタル打設装置」についての特許権侵害を理由に，被告製品の差止等

を求めたが，技術的範囲に属さないとされた事例 

特許権侵害，技術的範囲，発明

の詳細な説明，技術思想 
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本件ソフトウエアは被告の創作した著作物であるが，原告は契約に基づき9割の持ち分を有

し，本件ソフトウエアの独占的販売権を有する。被告は本件著作権登録を抹消せよ。原告は，

本件開発委託契約に基づき被告に対し残代金支払義務及びライセンス料支払義務を負う。 

共同著作物，委託契約，独占

的販売権，登録，ライセンス

料 

 

１ 平 13（ワ）9613号（大地 21民） 
２ 平 14．8．27（棄却） 
３ (株)友定建機 
４ (株)サヌキ 
５ 特許 2644985号 
６ 概要：「モルタル打設装置」の特許者は，被告の販売するモ

ルタル注入器は特許発明の技術的範囲に属するとして，被告
製品の製造等の差止めと損害賠償を求めた。 

  争点：被告製品は，「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止
部」との構成を備えているか。 

  原告の主張：「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」と
は，「空気抜き用の孔」のみならず，ガイド蓋とロッドとの「嵌
合い隙間」を含む「基筒の後端」からのモルタルのノロの洩
れを防ぐ「洩れ防止部」をいうと解すべきである。 

  被告の主張：本件発明は，「ガイド蓋に空気抜き用の孔が設
けられている」ことを前提とするものであり，構成要件「モ
ルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」とは，ガイド蓋の空
気抜き用の孔からノロが洩れることを防ぐ「洩れ防止部」と
解すべきである。 

  判旨：本件発明の請求の範囲には，「基筒の後端に，モルタ
ルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部を設けた」と記載されてい
るから，「洩れ防止部」は，モルタル打設装置の基筒の後端，
すなわち「ガイド蓋」からのノロの洩れを防ぐものと解され
る。しかし，モルタル打設装置の「ガイド蓋」には，ロッド
との嵌合い隙間や，空気抜き用の孔などの隙間が開いており，
「洩れ防止部」がガイド蓋のどこからノロが洩れるのを防止
するものであるかについて明らかではない。そこで，本件公
報の発明の詳細な説明においては，「ガイド蓋の空気抜き用の

孔からの液洩れ防止」について記載されているものの，基筒
後端の他の箇所，例えば，ガイド蓋とロッドとの「嵌合い隙
間」からの液洩れ防止をすることは記載されていないし，こ
れを示唆するような記述も見あたらない。また，本件発明の
出願前の公知技術である実開昭62-164972号公報，実公平
4-17819号公報に開示された「モルタル注入器」，「手押しモ
ルタルポンプ」の考案の実施例を示す図によれば，いずれも
基筒（シリンダー）の後端のガイド蓋に空気抜き用の孔が設
けられており，空気抜き用の孔がガイド蓋に設けられていな
い構成は開示されていない。このようなガイド蓋に空気抜き
用の孔を設ける点は，本件公報の従来技術を示す図 9におい
ても同様である。したがって，モルタルを注入ないし打設す
る器具において，ピストンの摺動に伴う空気抜きのために，
空気抜き用の孔を基筒の後端のガイド蓋に設けることが一般
的な技術であったということができる。 

  本件発明は，従来の製品が「ガイド部」に空気抜き用の孔が
設けられており，ここからノロが洩れるという問題点があった
ことから，「洩れ防止部」を設けることによりこの問題を解決
するという技術思想に基づくものであり，一方，被告製品は，
上記の問題点をガイド蓋の空気抜き用の孔を塞ぐことにより
解決し，ピストン部の出し入れに伴う空気抜きは，ガイド蓋の
空気抜き用の孔によるのではなく，通用口（出口）から進退ロッ
ドの内部を介して，握り部の通用口（出口）へ通じる給排気路
を通して行うこととしたものであって，本件発明の技術思想と
は異なり，「モルタルのノロの洩れを防ぐ洩れ防止部」との構
成を備えておらず，技術的範囲に属するとはいえない。 

（特 70条1・2項）重要度☆☆
（太田 明男）

１ 平 11（ワ）965号（著作権侵害差止等請求事件）（大地 21民）
  平 11（ワ）13193号（開発委託費等請求反訴事件） 
２ 平 14．8．29（本訴，反訴とも一部認容） 
３ (株)サンシステム 
４ (株)イーウエーブ，(株)システム神山，ミラ(株) 
６ 概要：本訴請求：ソフトウエア開発委託契約に基づき被告

に本件ソフトウエア「スーパー土木」の開発を委託した原告
は，本件ソフトウエアの著作権の9割の共有持分を有するとし
て，本件ソフトウエアの複製等の差止めを求め，予備的請求
として，契約上の独占販売権付与合意に基づき，複製等の差
止め求めるとともに，登録抹消手続を求めた。 

  反訴請求：被告は，開発費残金，ライセンス料，追加開発
費用，著作権使用料，保守料の各支払を求めた。 

  判旨：｛本訴請求｝（争点1）①本件ソフトウエアは原告と被
告の共有に係る著作物か。共同著作物とは，二人以上の者が
共同して創作した著作物であって，その各人の寄与を分離し
て個別的に利用することができないものをいい，プログラム
の著作物の作成に複数の者が関与している場合において，各
人が共同著作者となるためには，各人が当該プログラムの作
成に創作的に寄与していることを要し，著作物の企画を立て
た者や単なる開発委託者のように，補助的に参画しているに
すぎない者は共同著作者にはなりえない。本件ソフトウエア
の著作者は，被告であり，被告と原告との原始的共同著作物
ということはできない。②本件ソフトウエアの著作権の持ち
分についての合意があったか。原告は，本件ソフトウエアの
著作権の持ち分の 9割の移転を受けたものと認められる。（争
点 2）原告のみが本件ソフトウエアを複製し，単独で販売で
きる旨の合意，又は，独占的販売権を付与する旨の合意，が
あったか。前記いずれについても合意があり，差止め請求は
認められる。又，著作権の共有者は，自己が持ち分を有する

著作物について，共有者の一部の者が自分を単独の著作者と
表示して著作年月日登録をした場合には，当該他の共有者に
対して，当該著作年月日登録の抹消登録手続を求めることが
できる。（争点 3）原告は，権利の濫用か。被告が共有者間の
合意に反して本件ソフトウエアの複製等を行ったことに対す
る，原告の本訴請求は著作権法に基づく法的処置であり，権
利の濫用とはいえない。（争点 4）原告の損害額について；被
告等には故意が認められるので，著作権侵害によって被った
損害を賠償する義務を負う。 

  ｛反訴請求｝（争点 5）原告の本件委託契約に基づく残代金
支払について：本件ソフトウエアは，当初仕様に未完成の部
分があるとしても，一本のソフトウエアとしては完成してい
たと認めるのが相当であり，未完成品であることを理由とし
て報酬の支払拒絶できない。（争点 6）原告のライセンス料に
ついて；本件開発委託契約の特約に基づき，原告は被告にラ
イセンス料支払義務がある。（争点 7）原告の追加開発費につ
いて；原告は，被告に対し追加開発費支払義務を負う。（争
点 8）本件ソフトウエアと異なる，ソフトウエア FCAD の著
作権使用料について；著作権使用契約において使用料額は契
約の要素であり，これが定まっていない以上，該契約が成立
しているとはいえないので，原告は該使用料支払義務はない。
（争点 9）保守料について；保守契約を締結することについ
ての合意はあったが，契約の開始時期，保守業務の内容や保
守料の金額については合意が認められないので，この保守業
務に関する請負契約は成立していない。被告の保守契約に基
づく請求は認められない。 
（著 2条 1項12号，10条 1項 9号，15条 2項，21条，65条 2項，
76条 1項，77条，112条 1・2項，113条 1項 2号，114条 2項，
117条）重要度☆ 

（伊藤 文彦）
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ソフトウエアの著作権侵害とならない行為であっても民法の不法行為を構成すると

して，民訴 248 条の損害額認定がおこなわれた 

プログラム著作物，複製，翻案，

公衆送信，不法行為責任，損害

額認定 
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「JS」「RK」という表示が，流通用ハンガーにおける原告の周知な商品表示と認めら

れ，不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償が認められた 

商品表示，周知性，誤認混同，

利益の額 

 

１ 平 12（ワ）2452号（大地 21民） 
２ 平 14．7．25（一部認容） 
３ 大斗(有) 
４ (有)冨士測機 
６ 判示事項 
  Ⅰ．著作権侵害について：(1)本件ソフトウエアの著作物

性：帳票部分は，高知県土木関係書式をエクセルのワークシー
トに入力したもので，誰が作成しても同一又は類似の記載に
なるから，作成者の個性が表現されたものとはいえず，著作
物とはできない。しかし，本件ソフトウエアは，プログラム
中の命令の組み合わせには，作成者の個性が現れていると認
められ，一連の命令部分と帳票部分を組み合わせることによ
り，一度の入力により複数の会社及び工事データを管理する
など原告の意図する機能を実現する。そうすると，本件ソフ
トウエアは，全体としては，プログラム中の命令の組み合わ
せ，モジュールの選択，解決手段の選択等のプログラムの「表
現」に創作性が認められるから，著作物に当たる。 

  (2)被告ソフトウエアは本件ソフトウエアを複製，翻案した
ものか：被告ソフトウエアは，本件ソフトウエアと構造が著
しく異なり，これに設けられている機能の多くを有しておら
ず，プログラムの具体的表現といえるコードにも類似部分が
ないから，構造，機能，表現のいずれにもプログラムとして
の同一性は認められない。従って，本件ソフトウエアを複製，
翻案したものとはいえない。 

  (3)そうすると，著112条1項に基づく被告ソフトウエアの複
製，頒布，公衆送信の差止請求及び著作権侵害に基づく損害
賠償請求は理由がない。 

  Ⅱ．被告ソフトウエアの製作，譲渡，公衆送信行為が不法
行為に当たるか：(1)帳票部分の類似性：被告ソフトウエアに
含まれる 35枚の被告シートのうち，62.8％に当たる 22枚が
本件シートに依拠する。また，被告は，原告と競合する販売地
域で同種営業を行っており顧客にも共通部分があるから，被告
には，本件旧バージョンの試験的発売から被告ソフトウエア頒
布開始の間に，共通顧客等からの情報によって，本件旧バー
ジョン又は本件ソフトウエアにアクセスする機会はあったと
推定される。そうすると，被告シート22枚は，これらから取り
出した本件シートを複製，改変したものと推認される。 

  (2)ワークシートの模倣行為に対する被告の認識：被告は，
競業関係に入った原告代表者大敷学及び原告の本件ソフトウ
エア販売を妨害する意図をもって，本件ソフトウエア又は本件
旧バージョンから帳票部分のみをコピーして一部改変し，これ
にマクロで機能を割り付けて組み合わせることにより被告ソ
フトウエアを作成し，原告と競合する地域で無償配布し，イン
ターネットのダウンロードサービスを行ったものと推認される。

  (3)不法行為の権利侵害は，法的保護に値する利益の侵害を
もって足りる。他人のプログラム著作物から創作性を有する

部分を除去し，誰が作成しても同一の表現となる帳票のみを
抜き出し複製し，もとのソフトウエアとは構造，機能，表現
において同一性のないものを製作することが複製権又は翻案
権の侵害に当たるとはいえない。しかし，帳票部分も，高知
県制定書式により近い形式のワークシートを作るため，作成
者がフォントやセル数の試行錯誤を重ね，相当の労力及び費
用をかけて作成したものであり，これをコピーして，作成者
と競合地域で無償頒布する行為は，他人の労力及び資本投下
により作成された商品価値を低下させ，投下資本等の回収を
困難にするもので，著しく不公正な手段を用いて他人の法的
保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして不法行
為を構成する。従って，被告は本件不法行為により原告が被っ
た損害を賠償する責任を免れない。 

  (4)本件においては，排他性のある権利である著作権侵害は
認められず，取引社会において保護されるべき営業活動上の
利益が侵害されたにとどまるから，原告は不法行為を理由と
して前記行為の差止めを請求できない。 

  Ⅲ．原告の損害額：(1)不成立商談が，顧客数27件，ソフト
ウエア本数延べ 49本という相当数に至っていることを考慮
すると，商談不成立には，全体として被告が本件シートを複
製，改変した被告シート22枚を含む被告ソフトウエアを顧客
に無償頒布する行為（本件不法行為）が影響を及ぼしている
と推認される。 

  (2)被告は，商談不成立 27件及び本件ソフトウエア延べ 49
本の販売機会逸失について，本件不法行為が寄与した限度に
おいて損害賠償責任を負う。本件不法行為が，原告が販売機
会を逸したことに相当の影響を及ぼし，原告に損害を与えた
ことは肯定できるが，どの程度影響を及ぼしたかを立証する
ことは，極めて困難である。従って，損害の性質上その額を
立証することが極めて困難な場合に当たるから，民訴 248条
により，本件全証拠及び弁論の全趣旨に照らし，本件不法行
為がなければ，原告は，上記販売機会の 40％について実際に
本件ソフトウエアを販売できたとみる。 

  (3)本件ソフトウエアは必ずしも 1本 20万円の定価を維持
していない。加えて，販売員の人件費，梱包費等，販売必要
経費等を考慮すると，弁論の全趣旨により，本件ソフトウエ
ア1本当たりの平均利益は，10万円とみる。 

  (4)以上，本件不法行為により，原告が本件ソフトウエアの
販売機会を喪失した損害は，10万円×49本×0.4＝196万円と
認められる。なお，原告は，著 114条 2 項による損害の主張
もするが，著作権侵害が認められないから，損害算定に当た
り，この条項を適用ないし類推適用できない。 

（著2条1項1号･同10号の2，21･23・27条，112条1項，民709条，
民訴248条）重要度☆☆

（山口 栄一）

１ 平 10（ワ）11572号（東地 47民） 
２ 平 14．10．22（一部容認） 
３ (株)大景 
４ (株)ラックス，ラックス工業(株) 
６ 概要：「JS」「RK」との表示（以下，本件表示という）が

付された流通用ハンガーを販売している原告が，同じく「JS」
「RK」の表示が付された流通用ハンガーを被告製品として
製造販売している被告に対し，「JS」「RK」という表示は流
通用ハンガーにおける原告の周知な商品表示であるとして，
不正競争防止法（以下，法，という）に基づき差止め及び損
害賠償を求めた。 

  争点①本件表示が法 2条 1項 1号の「商品等表示」に該当
するか，②原告は被告等に対し本件表示を付した流通用ハン
ガーの第三者への販売を許諾したか，③被告等は，アパレル
メーカに対し「JS-898」と表示されたハンガーを販売したか，
④損害の発生及びその額。 

  判旨：争点①：サン企画は，本件表示が付されたハンガー
を長年にわたって製造販売し，宣伝広告した結果，本件表示
を付した流通用ハンガーは業界において一定の占有率を占め
ていたこと，本件表示は東京ジョイナー及びサン企画又はそ

の取引先の名に由来すること，業界においてハンガーの記号
番号が製造発売元の識別に用いられていること，からすると，
本件表示は，サン企画の表示として広く知られていたものと
認められ，原告は，その地位を承継したものと認められる。
流通用ハンガーの販売は，一般に受発注において製造者名を
表示することなく，ハンガー記号，番号の表示のみで行われ
ているのであるから，被告等の販売する商品が原告のである
と誤認混同される恐れがある。 

  争点②：原告は被告等に対し本件表示を付した流通用ハンガー
の第三者への販売を許諾した事実を認めることはできない。 

  争点③：被告等は，アパレルメーカに対し「JS-898」と表
示されたハンガーを販売した事実は認められない。 

  争点④：原告は法 5条 1項に基づき損害賠償を請求してい
るが，同項にいう侵害者が，「侵害の行為により利益を受けて
いるとき」の「利益の額」とは，粗利益額（売上金額から売
上原価を引いたもの）から，侵害者が侵害製品の製造販売を
行うために，行わなかった場合に比べて追加的に必要となっ
た他の費用を控除した額を指す。 

（不競2条1項1号，5条1項）重要度☆
（伊藤 文彦）
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本件特許権「給水システム」に関する特許権侵害差止請求事件について原告の請求が

棄却された 

間接侵害，権利濫用，訂正未確

定，明白な無効理由 

 

2 9 4  

- 6  

著作権法 114 条 1 項の「利益」とは，侵害者が当該複製物の販売によって得た現実

の利益，即ち複製物の売上高から製造等に要した費用を控除した金額を意味するとし

て損害賠償金額を算定した 

複製権侵害，損害賠償，損害額

立証，侵害者利益，利益算定 

 

１ 平 12（ワ）8545号（大地 21民） 
２ 平 14．8．29（棄却） 
３ (株)相互ポンプ製作所 
４ (株)エフエムバルブ製作所 
５ 特許 2832183号 
６ 訂正が確定していない段階での審理であるため，本件特許

発明の技術的範囲を判断する際の明細書は，訂正前後のいず
れの明細書を適用するかについて問題となるが，原告の「本件
訂正審判による訂正事項のほかは，今後，変更するつもりはな
い」との主張に基づいて，訂正後の明細書に基づくものとして
審理された。訂正後の請求項1の構成は次のとおりである。 

  A 流入弁を有する給水元管から供給される市水を貯留して
ポンプにより給水栓等の末端部に供給する受水槽を備えた給
水システムにおいて， 

  B受水槽内の水位を無段階に連続検知する水位検出器と， 
  C該水位検出器から水位信号を受け，この水位信号に対応

して上記流入弁を開閉し受水槽内の水位を所定の制御範囲に
維持する制御装置とを備え， 

  D制御装置は，給水栓側の需要量に応じて水位を設定する
ようにしており，該水位検出器は，受水槽内の底部に設けら
れた水圧により水位を無段階に検知する水位検出器である 

  Eことを特徴とする給水システムである。 
  争点①間接侵害の成否 争点②教唆による不法行為の成否

争点③権利濫用(明白な無効理由) 
  争点①：原告が本件特許権を侵害しているとした各実施例

における給水システムは，井戸水，プール水，雨水，雑水等
に係るものであって，「給水元管から供給される市水」に係る
ものでないから，少なくとも前記構成要件 A を充足していな

い。そして，本件特許発明の技術的範囲に属しない給水シス
テムに用いられている制御盤が有する機能は，給水開始，給
水停止といった各型式の被告制御盤が有する諸機能がすべて
含まれている。そうすると，被告制御盤が有する給水開始，
給水停止の各水位設定し，それに応じてバルブを開閉すると
いう基本的な機能に着目してみても，本件特許発明の実施以
外の他の実用的な用途が存在する。したがって，被告制御盤
が本件特許発明の実施に使用されうることを考慮してみて
も，被告制御盤が本件特許発明の実施にのみ用いられるもの
であるということはできない。 

  争点②：被告のカタログに本件特許発明の技術的範囲に属
する給水システムが記載されてるのは事実であるが，被告制
御盤は前述したように本件特許発明の実施にのみ用いられる
ものではないから，そのカタログの記載のみから被告が本件
特許発明の技術的範囲に属する給水システムを設計，施工す
ることについて意思決定させたということはできない。 

  争点③：本件訂正請求は，本件訂正請求前の特許請求の範
囲の請求項1を削除するとともに，新たな請求項 1は，本件訂
正請求前の特許請求の範囲の請求項 2 に記載された発明の
「導水設備」を「給水設備」に，「水」を「市水」に各々限定
し，さらに「ポンプにより」との構成を付加するものである
が，かかる構成は，本件訂正請求前の明細書に記載されてい
たと認められるから，本件訂正請求は，特許請求の範囲の減
縮を目的とし，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求
の範囲を拡張し又は変更するものではないので，訂正要件を
欠く違法なものということはできない。 

（特101･123･126条）重要度☆
（曽々木太郎）

１ 平 13（ワ）22157号 A（東地 46民） 
２ 平 14．10．31（一部認容） 
３ (有)アーカムプロダクツ他 70社 
４ 小山祐一郎こと小山隆三 
６ 判示事項：(1)著作権法 114条 1項によれば，著作物を無断

で複製した者が当該複製物を販売している場合には，侵害者
が当該複製物を販売することによって得た利益の額をもっ
て，著作権者が受けた損害の額と推定する。この「利益」と
は，侵害者が当該複製物の販売によって得た現実の利益，即
ち複製物の売上高から製造等に要した費用を控除した金額を
意味する。 

  (2)被告は，本件ゲームソフト 1タイトルにつき，1枚2,300
円，2枚組3,300円，3枚組以上 4千円の価格で販売したもの
である。本件ゲームソフトの製造・販売には，CD-R 購入費
用，複製用機器の購入費用・賃借費用，人件費，複製の基と
なる真正品ゲームソフトの購入費用等を要する。CD-R1枚当
たりの購入費用は約 60円となるから，被告ゲームソフト1本
当たりの CD-R 購入費用は，1枚ものは 60円，2枚組は 120
円，3枚組は 180円，4枚組は 240円と認められる。 

  (3)複製用機器の購入費用は，1台目の購入費用は約 60万
円であり当初「パソコン亭」で使用していたが，途中から被
告が経営する別店舗「パソコン堂」で使用するようになり，
それ以後は「パソコン亭」での使用は止めたものであり，2
台目の購入費用は約 14万円であるから，「パソコン亭」にお
ける被告ゲームソフトの製造・販売による利益に対応する費
用としては 30万円と認める。これを被告販売に係る被告ゲー
ムソフト総本数3264本で除すると，被告ゲームソフト1本当
たりの費用は約90円となる。 

  (4)人件費は「パソコン亭」では共同経営者である被告及び
甲を除き従業員を雇ったことはないから控除すべき費用は存
在しない。 

  (5)複製の基となる真正品本件ゲームソフトの購入費用は，
被告ゲームソフト1本当たり 430円と認める。即ち，本件ゲー
ムソフト全 342タイトルの真正品小売価格の総額は 284万 4

千円である。これを被告ゲームソフト総販売数 3264本で除す
と，1本当たり 871円となる。しかし，「パソコン亭」と被告
の経営に係る別店舗「パソコン堂」は共同で真正品ゲームソフ
トを購入して双方の店舗における複製品製造に用いていたの
で，本件ゲームソフト真正品は，「パソコン亭」における販売数
3264本の外に，「パソコン堂」における複製品製造にも用いられ
ていたものが含まれるから，本件「パソコン亭」での販売数
3264本に対応する費用は，その概ね半額 430円と認める。 

  (6)そうすると，販売価格から控除すべき費用は，被告ゲーム
ソフト1本当たり，1枚ものは580円，2枚組は640円，3枚組は700
円，4枚組は760円と認める。被告ゲームソフトの販売により得
られた利益は，ゲームソフト1本当たり，1枚ものは1,720円
（2,300円から580円控除額），2枚組は2,660円（3,300円から
640円控除額），3枚組は 3,300円（4,000円から 700円控除額），
4枚組は 3,240円（4,000円から 760円控除額）となる。 

  (7)なお，著作権法 114条 2項によって原告らの被った損害
額を計算する場合でも，本件ゲームソフト真正品の小売価格
と上記の 1,720円，2,660円，3,300円，3,240円という額と
を対照すれば，著作権行使につき受けるべき金銭の額に相当
する額（使用料相当額）が本件ゲームソフト1本当たり上記各
金額を上回るものではないことは明らかである。そうすると，
同項による損害額は，同条 1項による損害額である上記金額
を上回るものではない。 

  (8)弁護士費用は，本件はプログラム著作物の著作権侵害を
理由とする損害賠償請求事件であり，原告数も侵害著作物数
も多数にのぼるものであるが，刑事事件が先行したことから，
著作権侵害の成否自体について争うことなく，第 1回弁論準
備手続期日の直前に被告訴訟代理人が辞任し，以後は被告が
口頭弁論期日に出頭しないままで審理が終結され判決に至った
訴訟経緯等の事情をも考慮すれば，被告の著作権侵害行為と
相当因果関係のある損害として考慮し得るのは，上記損害額
の 5％に相当する金額と認める。 

（著114条1･2項，民709条）重要度☆☆

（山口 栄一）
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本件特許権 1及び 2（発明の名称を何れも「コンクリート埋設物」という）に関する

第 1及び第 2事件が何れも権利の濫用であるとして棄却された 

権利の濫用，無効理由の除去，

分割出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本号で 2年間努めたパテント編集委員会での活動に幕を閉じ

ることになる。この間，多くの原稿の査読を通じて得た様々な

知識は一つの宝であった。そして，それ以上に輝く宝は，委員

会で様々な向上心をもった弁理士の方々に知り合えたことであ

る。日々の業務に追われて余裕の無い環境下にあっても，自身

の進むべき道を見つけ出して，自己改革に取り組む姿には，進

歩の跡が確実に見られる。“継続は力なり”である。受験時代に

誰もが一度は意識したこの言葉が，多忙な業務によって過去の

ものにならなければ，弁理士業界にもイノベーションの風が吹

くであろう。 （S.O） 

 

 パテント編集委員会は，3月迄の任期が終わっても，未だ仕

事が残っているというヘンな委員会です。仕事といっても私の

任務はこの編集後記を書くだけですが……。班長と事務局の皆

さんの苦労はタイヘンです。 

 これまで読者として「どのようにして原稿を集めるのだろう」

と思い，パテント誌を読んでいました。本年度，初めて委員会

に参加させて頂きましたが，会員の皆様の投稿原稿が，これほ

ど多いとは驚きました。様々なテーマで溢れる程の原稿が集

まっています（本当に「溢れ」てしまって，せっかく書いて頂

いたのに，載せられない原稿も多いのは申し訳ない限りです）。

紙面の分量は限られていますし，私達も仕事の合間に投稿原稿

を読ませて頂いています。1年間，原稿を読ませて頂いて，採

用されやすい原稿としては， 

(1) せいぜい 4～5頁で，結論が簡潔であること。（興味がある

読者は，引用元の文献を調べます。） 

(2) 会員が（先ずは複数の編集委員が）が最初の1頁を読んで，最

後まで読んでみよう！ と思うようなテーマ・内容であること。 

そんな風に感じました。 

 さて，5月 25日に多枝（ではなくて，短答でした。）試験が

始まり，秋には色々な才能と経験を持った合格者が業界に加わ

ります。うかうかしては居られません……。 （N.Y） 

１ 平 13（ワ）831，6097号（大地 21民） 

２ 平 14．8．27（棄却）特許権侵害差止請求事件 

３ 未来工業(株) 

４ 日動電工(株) 

５ 特許 2567807号，同 2838511号 

６ 争点：第 1事件に係る原告の本件発明1（本件特許権 1：親

出願の一部を分割した子出願を更に分割した孫出願の発明に

係る）及び第 2事件に係る本件発明 2（本件特許権 2：上記孫

出願の一部を分割した曾孫出願を更に分割した玄孫出願の発

明に係る）は，共に「手による三次元方向に折り曲げが可能

であると共に，折り曲げられた状態で型枠に埋設物本体の開

口部を押圧できる突っ張り強度を有し，コンクリート壁の支

骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材を有し，か

つ複数の支持部材の各々を，鉄筋に対し埋設物本体を任意の

位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本

体の外側に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に，線

状又は複数の点状に固着することができるように構成したこ

と」を要旨とする「コンクリート埋設物」であり，被告が製造，

販売しているイ号物件（ボックスに埋込バーを付設したもの）

及びハ号物件（ボックス）がそれぞれ原告所有の特許権 1及

び 2に対する直接侵害又は間接侵害に当たるか否か。 

  被告の主張：①イ号物件は，それぞれ単体として製造，販

売しており，本件発明 1の構成要件を充足する状態では販売

していない。また，ボックスを間仕切用，天井用に使うため

の部材を販売しており，イ号物件は，販売時点ではコンクリー

ト埋込用に使用されるのか，それ以外の用途に使用されるの

か特定できない。したがって，被告の行為には，本件特許権

1を侵害するおそれはない。また，本件発明 1は，公知文献記

載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであ

り，特許法 29条 2項の規定に違反し，無効理由を有する。②

ハ号物件は，軽量間仕切用にも天井用にも使用できる単体の

ボックスであるから，本件発明2にいうようなコンクリート埋

設物ではない。また本件発明2も，特許法 29条 2項の規定に

違反し，無効理由を有する。 

  判示事項：①「ボックス」については，コンクリート埋設

用とすることのほかに，軽量間仕切に使用することも可能で

あるという実用的な他の用途があると認められるので，本件

発明1に係るコンクリート埋設物の生産にのみ使用する物の

譲渡に当たらないから，本件特許権1の間接侵害は成立しな

い。また「埋込用バー」については，イ号物件の生産のみに

使用され，イ号物件が本件発明1の技術的範囲に属すると認め

られるから，埋込用バーの製造，販売は，本件発明 1に係る

物の生産のみに使用する物の製造，販売として特許権 101条

1号にいう間接侵害に当たる。しかし，本件発明 1は公知資料

及び当業者に自明の事項の範囲内のものであり，そうでない

としても，当業者が公知資料に基づいて容易に発明できたも

のであると認められる。②子出願から孫出願の分割と同時に

なされた子出願についての補正は，親出願（及び子出願）の

出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内でないも

のを含むから，子出願が適法な分割出願であると認められず，

しかも，子出願に係る特許を無効とする審決が確定している。

したがって，もはや訂正により子出願の分割要件違反を解消

させることは不可能である（第 1事件）。③ハ号物件は，本件

発明 2の構成要件を充足し，その技術的範囲に属する。しか

し，本件発明 2は本件発明1と比べると，その相違部分が公知

資料に開示されており，公知発明と同一であるか，少なくと

も当業者が容易に発明できたものと認められる。しかも，本

件発明 2も本件発明 1と同様，訂正により子出願の分割要件

違反を解消させることは不可能である（第2事件）。④よって，

本件発明 1及び 2は，新規性又は進歩性を欠き，特許法 29条

1項 3号又は 2項の規定に違反し，かつ無効理由を除去するこ

とはできない。したがって，本件特許権 1及び 2に基づく原

告の請求は，権利の濫用に当たる。 

  評釈：本件侵害主張の根拠になった2件の特許権は，親出願

から数回分割された「孫出願」と「玄孫出願」に係る発明に

関するものであり，各分割の適法・不適法が問題になる等複雑

な権利関係の下に両特許権に関する無効理由の存在が認定さ

れ，権利濫用を理由に原告の請求が棄却されたものである。 

（特29条1項3号，同2項，101条1号，123条1項2号）重要度☆☆

（前田 和男）

From Editors 

編 集 後 記 

お詫びと訂正 

2003年5月号掲載の「知っておきたい主要判決」について，タイトル中の「東京高判 H13(ﾈ)2630号 H13.11.28」

は「大阪地裁 H8(ﾜ)12109号 H12.10.24」の誤りでした。ここにお詫びして訂正いたします。 




